
6年 配当時間
16時間暮らしの中の政治② 学習指導要領

内容（2）ア・イ

1.単元の目標と単元構成

目
　
　
標

・我が国の政治の働きについて調査したり，地図や資料を活用したりして調べ

　ることができるようにする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・国民主権と関連付けて政治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働き

　をしていること，現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基本的な考え方に

　基づいていることを考えることができるようにする。　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・見学したり，調査したりして分かったことを絵や図，文章などで分かりやす

　く表現することができるようにする。　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・国会などの議会政治や選挙の意味，国会と内閣と裁判所三権相互の関連，国

　民の司法参加，租税の役割を理解させる。　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（1）まちの公共施設

①学校の周りにはどんな公共施設があるのだろう

②どうして，新ＢＯＰ室や裁判所があるのだろう

（２）身近な公共施設

①どうして，新ＢＯＰ室があるのだろう

②新BOP室を見学しよう

③保護者の方や地域の方に新BOP室をど

　う思っているのか聞いてみよう

④どのようにして新BOP室を設置したの

　か区役所の方に聞いてみよう

⑤聞いてきたことを絵や図，文章にまと

　めて発表しよう

（３）憲法とわたしたちの暮らし

①どうして裁判所があるのだろう

②国の政治と裁判はどのように関係して

　いるのだろう

③学習問題を作ろう

④⑤どうして，国民が裁判に参加するの

　か調べよう

⑥調べたことを班の友達に伝えよう

⑦調べたことをもとにして発表し合おう

⑧国民が裁判に参加することについての

　自分の考えをまとめよう

⑨まとめたことを友達に伝えよう





３．展開例

つ
か
む

調
べ
る

過
程 ねらい 主な学習活動と内容 □留意点  ●学習資料  〈　〉評価

◆地域に裁判所が
　あることや裁判
　所のはたらきに
　気付く。（１）

◆国の政治のしく
　みを調べ、国会
　・内閣・裁判所
　の三つの機関が
　分担して進めて
　いることに気付
　く。　　（１）

◆学習問題をつく
　り、それを追究
　する計画を立て
　る。　　（１）

◆日本国憲法の三
　つの柱について、
　グループに分か
　れて調べる。
　　　　　（２）

◆日本国憲法の三
　つの柱の内容が
　分かる。（１）

①地域にある裁判所の場
　所を地図で確認したり、
　裁判所のはたらきにつ
　いて調べたりする。そ
　のことについて発表し
　合う。
・裁判所がある場所
・裁判所の種類
・裁判所のはたらき

②国の政治のしくみにつ
　いて確認し、裁判所以
　外の機関のはたらきに
　ついて調べ発表し合う。
・裁判所のはたらき
・国会のはたらき
・内閣のはたらき

③裁判員制度に対する学
　習問題を立て調べる計
　画を立てる。
・どのように
・どうして

④⑤日本国憲法の三つの
　柱についてグループに
　分かれて調べる。
・国民主権
・基本的人権の尊重
・平和主義
⑥調べたことを生活班の
友達に伝える。

□裁判所の写真や裁判所付近
　の写真を提示して場所を確
　認し、学習意欲を高める。
●裁判所のはたらきを示す図

□裁判所は前時に学習してい
　るので簡単に押さえる程度
　とする。
●内閣のはたらきを示す図
●衆議院本会議場を示す写真

□裁判員裁判の方法にはあま
　り踏み込まないようにする。
●裁判員制度のポスター
＜裁判員制度が行われている
　ことを知り、国民が裁判に
　参加することについて関心
　をもっている。＞
【関・意・態】

□生活班を三つのグループに
　分けて、調べるようにする。
●社会科資料集

□調べてきたことを生活班の友達
　に伝え合うことを通して、日本
　国憲法の三つの柱に対する認識
　が深まるようにする。

（３）憲法とわたしたちの暮らし〔９時間〕

小単元の目標　裁判員制度や国の政治のしくみ、日本国憲法の三つの柱（国民主権・基本

的人権の尊重・平和主義）について調べることを通し、それらが裁判員制度につながって

いることをとらえ、裁判に国民が参加することについて考えることができるようにする。

どうして、国民が裁判に参加するのだろう。



調
べ
る

ま
と
め
る

◆国民主権の考え
　に基づいて、裁
　判に国民が参加
　するようになっ
　たことに気付く。
　　（１）

◆国民が裁判に参
　加することにつ
　いての自分の考
　えをもつ。　　
　　　　　（１）

◆自分の考えを友
　達に伝える。　
　　　　　（１）

⑦国民が裁判に参加する
　ことについて、調べた
　ことをもとにして発表
　し合う。
・基本的人権
　裁判所：裁判を受ける 
　　　　　権利
・国民主権
　国会：選挙
　内閣：世論
　地方自治：選挙　
　　　　　　条例の改正
　　　　　　請求
　憲法改正：国民投票
　最高裁判所：国民審査
　裁判所：裁判員制度　

⑧国民が裁判に参加する
　ことについての自分の
　考えをまとめる。

⑨まとめたことを発表す
　る。

●調べ学習のときに使った資
　料やまとめたノート
＜本で調べたり友達が調べた
　ことを聞いたりして、国民
　が裁判に参加することにつ
　いて考えている。＞
　【思・判・表】

□調べた事実の発表だけにな
　らないようにする。

●基本的人権や国民主権を示
　した図
●三権のかかわりと国民の関
　係を示した図

□事実だけでなく、国民が裁
　判に参加することについて
　の自分の考えをまとめるよ
　うにする。

□意見を一つにまとめるので
　はなく、いろいろな考えに
　触れることができるように
　する。
＜日本国憲法に基づき、裁判
　に国民が参加していること
　を理解している。＞
【知・理】
＜調べたことをもとにして、
　自分の考えをもち、文章に
　まとめたり発表したりして
　ている。＞　【思・判・表】
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